
 

 

【明治安田Ｊ2・Ｊ3 百年構想リーグおよび 2026/27 シーズン】 

キッチンカー出店条件 

 

この出店条件は、株式会社横浜フリエスポーツクラブ(以下、横浜 FC)が主管する試合におけるキッチ

ンカーの出店に関する遵守すべき必須事項を定めたものです。出店店舗様におかれましては、本条件の

内容を十分にご理解・ご承諾いただいた上で、その遵守を誓約していただくものといたします。 

■出店に関する遵守事項 

 横浜 FC が定めるコンセプト（装飾、レイアウトなど）に則り、運営を行うこと。 

 横浜 FC が企画する販促イベントや限定メニューの開発、オンラインオーダーサービス、スタン

プカード、金券、商品パッケージなどの各種サービス運用に積極的に協力すること。 

 新サービスや環境に配慮した新たな運用方法をテスト導入する場合があるため、該当する試合

への出店時には協力するものとする。 

 飲料（アルコールおよびソフトドリンク）はブランドコントロールおよび販売価格に指定があ

るため、これを遵守すること。 

■試合当日の運営に関する遵守事項 

 主催者（またはそれに準ずる者）とともに、出店時メニューのリスト、出店店舗紹介文、おす

すめメニューの写真などの資料送付をメールや電話で滞りなく円滑に行うために、必ず連絡の

取れるメールアドレス、電話番号を登録すること。 

 スタジアム全体の準備・運営に支障をきたすことないよう、出店当日の集合時間は厳守するお

と。 

 販売前・販売終了後の車両の搬入・搬出は、横浜 FC スタッフ・警備員の指示に従うこと。販売

終了後から試合終了までに車両の搬出が間に合わなかった場合は、お客様退場後に横浜 FC スタ

ッフ・警備員の指示があるまで待機いただく場合があるので遵守すること。 

 スタジアム内・園内は、ハザードランプを点灯・最徐行（時速 8km 以下）・公園内通行許可証

を必ずフロントガラスから見えるように掲示して、車両移動をすること。 

 メニュー表だけでなく、お客様が店舗名を一目でわかるように掲示すること。 

 売り切れ商品が発生したら、すぐに売り切れた旨を伝える策を講じること（例えば POP を掲示

するなど）。 

 油汚れや看板跡、足跡などが地面につくことを防ぐために必ず養生シートを設置すること。 

 スタジアム内の電源は使用できません。必ず発電機を持参し、養生シートの上に設置するこ

と。試合当日に発電機の故障や燃料切れがないよう、事前に点検を行うこと。万が一に備え、

消火器も持参すること。 

 看板やのぼりを設置する際は、お客様がケガをしないように必ず重りを載せること。重りがな

い場合は看板やのぼりの設置は控えること。突風による看板やのぼりの事故などには、細心の

注意を払うこと。 



 

 

 横浜 FC 以外の他のイベントや他のスポーツチーム等のロゴやプリントがあるモノは使用しない

こと。 

 お客様が食べ終わった容器の回収用として必ず店舗前にゴミ箱を設置すること。なお、出店時

に発生したゴミは各自で持ち帰ること。 

 決済は、キャッシュレス決済および現金決済の併用とする。試合当日は、釣り銭の用意を忘れ

ないこと。 

 出店時の車両事故や食中毒等の事故に備えて、賠償責任保険に加入していることを出店の条件

とし、横浜 FC に保険証券の写しを提出すること。 

 食品の取り扱いについては、食品衛生法及び関連法令の法規定・衛生基準を遵守し、監督官庁

の指示に従うこと。食中毒予防のため、調理手袋の着用、こまめな手洗い・除菌を徹底するこ

と。アルコール消毒は必ず持参すること。 

 原則として試合は雨天決行のため、雨天時でも必ず出店すること。（荒天時は別途協議） 

 お客様との間にトラブルが発生した場合は、直ちに横浜 FC スタッフ・警備員へ報告すること。 

 車両事故や飲食物販売に関する事故が発生した場合は、速やかに横浜 FC に報告するとともに、

その全てを自己の費用負担において賠償するものとする。 

 地震発生時は直ちに火を消して販売を中止し、主催者の指示があるまで販売を再開しないこ

と。 

 横浜 FC 主管試合における試合管理規定、キッチンカー出店条件などを遵守すること。（試合管

理規定は横浜 FC ホームページ参照） 

 出店商品や備品等などの準備、管理、保護については出店者各自が責任を負うものとし、盗

難・紛失・火災・破損・事故・気象災害などに対して、横浜 FC は一切責任を負わないことす

る。 

■出店料および支払い 

 出店料は以下の通りとする。 

o 場内外：総売上の 20% 

 出店店舗は、総売上金額の管理において、横浜 FC が定める決済端末を使用すること。 

 横浜 FC は、総売上金額から出店料と決済端末使用料を差し引いた金額を出店店舗に支払うこ

と。ただし、横浜 FC 指定の決済端末が使用できなかった場合には、出店店舗は後日、売上に応

じた出店料を横浜 FC へ支払うものとする。 

 出店料などは、横浜 FC への入金、横浜 FC からの入金のいずれの場合でも、横浜 FC が定める

期日に出店店舗または横浜 FC が支払いを行うものとする。 

■出店のキャンセルと費用負担 

 出店応募後にやむを得ずキャンセルする場合は、試合日の 31 日前までに横浜 FC へ連絡を行う

こと。 



 

 

 試合日の 30 日前から試合日の間にやむを得ずキャンセルとなった場合、申し出時期に応じて以

下の通りキャンセル料を支払うこと。 

o ① 試合日の 30 日前から試合日の 22 日前：5 万円（税抜） 

o ② 試合日の 21 日前から試合日：10 万円（税抜） 

 荒天その他やむを得ない事由により、試合開催前日または当日に試合が中止となった場合、横

浜 FC の責に帰すべき重大な事由がある場合を除き、出店店舗に発生するいかなる費用（食材

費、人件費、交通費、その他一切の経費を含むがこれらに限らない）についても、横浜 FC は費

用負担をしないものとする。また、試合開始時刻の変更、来場者の入場遅延など、横浜 FC の責

に帰すべき重大な事由がある場合を除き、出店店舗の売上が当初想定を下回った場合において

も、横浜 FC はその損失または減少分に対する補償、その他一切の費用負担を負わない。 

■法令などに基づく遵守事項 

 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下「反

社会的勢力」と総称する）のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与して

いる法人などではないこと。 

 食品衛生関係法令など、許可を必要とする営業にあたり、当該許可を受けている者であるこ

と。 

 生産物賠償責任保険（PL 保険）、あるいはそれに準ずる保険に加入済みであること。 

 過去 1 年以内に関係法令などの違反による処分を受けていない者であること。 

 原材料の産地などを表記する場合には、虚偽なく表示すること。 

 外部への営業許可の転貸や委託は認めない。 

 ニッパツ三ツ沢球技場を含む三ツ沢公園一帯は全面禁煙であるため、敷地内での喫煙は行わな

いこと。 

■解除条項 

 出店条件や運営規則に違反して営業した場合、横浜 FC は出店を中止または見合わせることがあ

る。 

■その他 

 出店条件を満たしていない場合や、申請内容に不備が確認された場合は、選考の対象外とす

る。また、出店店舗に選定された後も、出店期間中に規約や当社の基準に照らして不適切と判

断される事態が発生した場合は、出店を断る場合がある。 

 


